
令和３年度三沢空港振興会旅行商品造成支援事業助成金交付要領 
 

１ 事業概要 

本事業は、三沢空港の利用促進を図るため、三沢空港を利用する旅行商品の企画造成、広告宣

伝、販売等を行う旅行事業者等に対し費用の一部を助成するものです。 

２ 助成内容 

・三沢空港発着便を利用する旅行商品が対象となります。 

・助成額は旅行商品の企画造成等に要する経費（助成限度額以内）の額とします。 

(経費の例：パンフレット・チラシ等制作経費、広告掲載料等。この他、必要に応じて要相談。) 

・助成限度額は、１商品当たり以下のとおりです。 

・やむを得ない理由により催行中止となった場合、交付決定額の１／２以内の額を助成する。 

 

 

 

 

 

 

３ 助成事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ その他注意事項 

・本事業は、予算の範囲内において実施しており、お申し込みは先着順となるため、申請書提出

の前にご一報ください。 

・商品を各種媒体で広告する際は、【協賛：三沢空港振興会】の文字を入れることを条件とする。 

 ・本事業は、令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までに催行される旅行商品を対象とし、補

助金の交付決定前に着手したものは対象としない。ただし、商品造成前に事前着手届を提出し

た場合はその限りでない。 

 ・本助成金と「三沢羽田線４便化記念旅行商品造成支援事業助成金」との併用は不可とする。 
 

＜お問合せ・提出先＞ 

〒033-8666 青森県三沢市桜町 1-1-38 

三沢空港振興会事務局（三沢市役所政策調整課内） 

TEL：0176－53－5111（内線 539） FAX：0176－52－5656 

E-mail：msw_seisaku@misawashi.aomori.jp 

・ 三沢空港発着の東京便または大阪便を往復利用する旅行商品…150,000 円 

・ 三沢空港発着の東京便または大阪便を片道利用する旅行商品…100,000 円 

・ 三沢空港発着の札幌便を利用する旅行商品        …200,000 円 

・ 三沢空港発着のチャーター便を利用する旅行商品     …200,000 円 

【申請者】交付申請書(様式 1)を提出 

  ↓                 ※ 交付決定以降、申請内容に変更が生じた場合 

【事務局】交付決定(様式 2)の通知 → → →【申請者】変更承認申請書(様式 3)を提出 

  ↓                    ↓ 

  ↓                  【事務局】変更承認(様式 4)の通知 

  ↓                    ↓ 

【申請者】実績報告書(様式 5)及び請求書(様式 6)の提出 

  ↓ 

【事務局】助成金の支払い 


